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船舶事故調査報告書 

 

                            令和元年６月２６日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 操縦者死亡 

発生日時 不明（平成３１年２月２４日 ０１時０５分～０７時３７分ごろの

間） 

発生場所 不明（山口県徳山下松港） 

事故の概要  ミニボート（船名なし）は、操縦者が落水して溺死した。 

事故調査の経過 平成３１年３月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

ミニボート （船名なし）、総トン数なし 

 なし、個人所有 

 約２.３ｍ×約１.３ｍ×不詳、合成ゴム製 

 ガソリン機関（船外機）、１.４７kＷ、不詳 

 乗組員等に関する情報 操縦者 男性 ６９歳 

操縦免許 なし 

 死傷者等 死亡 １人（操縦者） 

 損傷 なし 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、水温 約１１℃ 

 事故の経過 本船は、操縦者が、釣りを行う目的で、自宅から車に積載して山口県

周南市大島打上の海岸に到着し、平成３１年２月２４日０１時０５分ご

ろ、操縦者１人が乗船して付近の岸から出発した。 

本船は、０７時３７分ごろ周南市粭
すくも

島北東沖で、無人の状態で漂流し

ているところを発見した漁船が漁業無線局に通報したのち、同無線局が

０７時５０分ごろ徳山海上保安部に通報し、同保安部が捜索を開始し、

粭島北東方沖で発見されて揚収された。 

操縦者は、徳山海上保安部の巡視船により、１７時２９分ごろ周南市

漁人
りょうど

鼻
はな

北西方沖で、左腕に固定式ベストタイプの救命胴衣が絡まった状

態で発見され、同保安部に搬送され、周南市内の医師により死亡が確認

されて溺水と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 
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 その他の事項 

 

本船は、発見時、船体に損傷はなく、船外機が停止しており、船内に

は、釣り竿
ざお

、クーラーボックス及びオールが残されていた。 

操縦者は、０１時０５分ごろ、大島打上の海岸で、本船を工場の桟橋

に設置された階段から降ろしているところを監視カメラで撮影されてい

た。 

操縦者は、紺色のジャンパー、紺色のジーンズを着て、青色の長靴を

履き、紫色の手袋をしていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

操縦者の死因は、溺水であった。 

本船は、操縦者が、２月２４日０１時０５分ごろ工場の桟橋に設置

された階段から本船を降ろすところを確認され、０７時３７分ごろ本

船が無人の状態で漂流しているところを発見されたことから、この間

において、操縦者が落水したものと推定される。 

操縦者は、落水して溺死したものと推定されるが、それらの状況を

明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、徳山下松港を出発した後、操縦者が落水して溺

水したことにより発生したものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・救命胴衣を着用する場合は、確実に着用すること。 

 ・乗船中は、防水型の携帯電話又は防水パックに入れた携帯電話を

携行することが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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